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新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（答申）【抜粋】 (平成 31 年 1月 25 日中央教育審議会) 

 

第２章 学校における働き方改革の実現に向けた方向性  

〇教員勤務実態調査（平成 28 年度）においても、小・中学校教師の勤務時間は、10 年前の調査と比

較しても増加。主な要因は、①若手教師の増加、②総授業時間数の増加、③中学校における部活動

指導時間の増加。（文科省や教育委員会の新たな施策の押し付けは？） 

 

第３章 勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進  

〇勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン 

・勤務時間管理は、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求められる責務。さら

に今般の労働安全衛生法の改正によりその責務が改めて法令上明確化。  
 

労働安全衛生法の改正に伴い、2019 年 4 月 1 日より「客観的方法による労働時間把握」が義務

化されます。 

【労働安全衛生法 第 66 条の 8の 3 】……事業者は、……面接指導を実施するため、厚生労

働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。 
 

タイムカードによる記録、ＰＣ等の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法によ

り、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない 

・学校現場においては、まず勤務時間管理の徹底が必要。その際、ICT やタイムカードなどにより

客観的に把握すること。 

〇労働安全衛生管理の必要性 

・労働安全衛生法に義務付けられた労働安全衛生管理体制の整備が求められるほか、義務の課され

ていない学校においても、可能な限り法令上 の義務がある学校に準じた体制の充実に努めるべき。  

・産業医の選任義務のない規模の学校に関しては、教育委員会として産業医を選任して域内の学校

の教職員の健康管理を行わせる等の工夫に より、教職員の健康の確保に努めるべき。 

〇 教職員一人一人の働き方に関する意識改革  

・管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修の充

実を図るべき。 

 

第４章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化 
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〇業務の役割分担・適正化を確実に実施するため、以下の仕組みを構築することが必要。 

〔文部科学省〕 

・今後学校へ新たな業務を付加するような制度改正等の際にはスクラップ・アンド・ビルドの原則

を徹底 

〔教育委員会等〕 

・学校や地域で発生した業務について、仕分けを実施し、他の主体に対応の要請、教師以外の担い

手の確保、スクラップ・アンド・ビルドによる負担軽減 

〔学校〕 

・教職員間で削減する業務を洗い出す機会を設定 

・校長は校内の分担を見直すとともに、自らの権限と責任で学校の伝統として続いているが、必ず

しも適切といえない又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務を大胆に削減 

（例）夏休み期間のプール指導、勝利至上主義の早朝練習の指導、内発的な研究意欲がないにも関

わらず形式的に続けられている研究指定校としての業務、運動会等の過剰な準備 等 

〇教育課程の編成・実施においても、総合的な学習の時間の一定割合は、学校外での学習について授

業として位置づけられるようにすることや、学習評価において、指導要録の大幅な簡素化などとい

った、大胆な見直しを行うことが必要。 

「指導要録における文章記述欄については大幅に簡素化を図る」 

 

第７章学校における働き方改革の実現に向けた環境整備 

〇教職員及び専門スタッフ等、学校指導・運営体制の効果的な強化・充実 

・小学校の英語専科を担当する教師の充実や、中学校の生徒指導を担当する教師の充実、通級によ

る指導や日本語指導のための教員定数の義務標準法に基づく着実な改善をはじめとする学校指

導体制の充実 

・平成31年度までのスクールカウンセラーの全公立小中学校配置及びスクールソーシャルワーカーの全

中学校区配置並びに課題を抱える学校への重点配置、質の向上及び常勤化に向けた調査研究 

・部活動ガイドラインの遵守を条件とした部活動指導員の配置促進 

・多様なニーズのある児童生徒に応じた指導等の支援スタッフ、授業準備や学習評価等の補助業務

を担うサポートスタッフ、理科の観察実験補助員の配置促進 

・スクールロイヤーの活用促進等 

〇勤務時間管理の適正化や業務改善・効率化への支援 

 ・学校給食費や学校徴収金の公会計化が不十分 

〇今後さらに検討を要する事項 

・小学校の教科担任制の充実 

 

 

 

 

 

 

  

今回の学校における働き方改革は，我々の社会が，子供たちを最前線で支える教師たちがこれから

も自らの時間を犠牲にして長時間勤務を続けていくことを望むのか，心身ともに健康にその専門性

を十二分に発揮して質の高い授業や教育活動を担っていくことを望むのか，その選択が問われてい

る。 
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公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン（抜粋）  平成３１年１月２５日 文部科学省 

○本ガイドラインにおける「勤務時間」の考え方  

「超勤４項目」以外の自主的・自発的な勤務も含め、外形的に把握することができる在校時間を対

象とすることを基本とする（所定の勤務時間外に自発的に行う自己研鑽の時間その他業務外の時間

については、自己申告に基づき除く）。 校外での勤務についても、職務として行う研修や児童生徒

の引率等の職務に従事している時間について外形的に把握し、これらを合わせて「在校等時間」と

して、本ガイドラインにおける「勤務時間」とする（休憩時間を除く）。 

○上限の目安時間  

①１か月の在校等時間について、超過勤務４５時間以内  

②１年間の在校等時間について、超過勤務３６０時間以内 

○留意事項  

・実施に当たっては、在校時間はＩＣＴの活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時

間についても、できる限り客観的な方法により計測する。  

・上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、実際より短い虚偽の時間を記録に残した

り、残させたりするようなことがあってはならない。 

 

【通知】平成 30 年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果及び平

成 31 年度以降の教育課程の編成・実施について（抜粋） 

平成 31年 3 月 29 日 文部科学省初等中等教育局長 永山 賀久 

・今般の調査結果によると，平成 29 年度の実績において，多くの公立小・中学校等で標準授業時数

を超えて授業を実施していることが明らかになった（年間総授業時数の全国平均値は，小学校第 5

学年で 1040.2 単位時間（平成 29 年度の標準授業時数：980 単位時間），中学校第 1 学年で 1061.3

単位時間（平成 29 年度の標準授業時数：1015 単位時間）となっている。）。 

・各学校の指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上回った授業時数を実施することは教師の

負担増加に直結するものであることから，このような教育課程の編成・実施は行うべきではなく，

仮に標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には，指導体制の整備状況を踏ま

えて精査して教師の時間外勤務の増加につながらないようにするなど，教育課程の編成・実施に当

たっても学校における働き方改革に十分配慮することが求められる。 

・公立小・中学校等及びその設置者においては，2020 年度以降に実施される新学習指導要領を見据え

て，平成 31 年度以降の各小・中学校等の教育課程の編成・実施に当たって以下の(1)から(3)の点

に留意すること。 

(1) 標準授業時数は，学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を基礎

とし，学校運営の実態などの条件も十分考慮しながら定めたものである。各学校においては，児

童生徒の実態及び標準授業時数を踏まえて，各学校の指導体制に見合った授業時数を設定する必

要がある。 

(2) 標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不

測の事態により当該授業時数を下回った場合，下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に

反するとされるものではなく，災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態に備えることの

みを過剰に意識して標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成する必要はない。 

(3) 各学校においては，教育課程の編成・実施に当たって学校における働き方改革に配慮した対応

を検討することが重要である。 


